
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
に
係
る
枠
組
み
整
備
方
針
の

改
訂
に
つ
い
て

国
内
金
融
機
関
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
保
有
時
の

取
扱
い
を
明
確
化

金
融
庁
　
監
督
局
　
証
券
課

国
際
証
券
監
督
調
整
官

橋
本 

成
央

金
融
庁
　
監
督
局
　
総
務
課

健
全
性
基
準
室
　
課
長
補
佐

吉
良 

宣
哉

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
ま
で
の

経
緯
と
背
景

過
去
の
金
融
危
機
時
に
は
、
欧
米

を
中
心
に
、
危
機
に
陥
っ
た
巨
大
金

融
機
関
を
公
的
資
金
の
投
入
で
救
済

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
態
が
生

じ
、「
大
き
す
ぎ
て
潰
せ
な
い
（too 

big to fail

）
問
題
」
が
顕
在
化
し

た
。
こ
う
し
た
問
題
へ
の
反
省
を
踏

ま
え
、
金
融
機
関
の
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ

ー
ド
を
排
除
す
る
た
め
、
納
税
者
負

担
を
回
避
し
つ
つ
、
大
規
模
金
融
機

関
の
破
綻
処
理
を
円
滑
に
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
た
「
秩
序
あ
る
処
理
」

を
実
現
す
る
た
め
の
議
論
が
国
際
的

に
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
国
際
的
な
議
論
を
踏
ま

え
、
２
０
１
１
年
11
月
に
は
金
融
安

定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
に
よ
る
「
金

融
機
関
の
実
効
的
な
破
綻
処
理
の
枠

組
み
の
主
要
な
特
性
」
が
、
15
年
11

月
に
は
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
（
＝G

lobal 
S

y
s

te
m

ic
a

lly
 I

m
p

o
r

ta
n

t 

B
anks

）
を
対
象
に
し
た
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

（
＝T

o
ta

l L
o

ss-A
b

so
rb

in
g 

C
apacity

）
規
制
が
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｇ

20
サ
ミ
ッ
ト
で
了
承
さ
れ
た
。
本
邦

で
も
、
こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
、

預
金
保
険
法
の
改
正
（
13
年
６
月
改

正
、
14
年
３
月
施
行
）
に
よ
り
「
金

融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
図
る
た
め
の

金
融
庁
は
２
０
１
８
年
４
月
₁₃
日
、
大
規
模
金
融
機
関
に
係
る
国
際
的
な
総
損
失
吸
収
力
︵
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
︶
規
制
の
国
内
実
施
に

関
し
、﹁
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
資
す
る
総
損
失
吸
収
力
︵
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
︶
に
係
る
枠
組
み
整
備
の
方
針
に
つ
い
て
﹂︵
整
備
方

針
︶
の
改
訂
版
を
公
表
し
た
。
整
備
方
針
は
、
円
滑
な
規
制
実
施
に
向
け
た
関
係
者
の
準
備
を
促
す
観
点
か
ら
、
国
内
規
制
実

施
前
に
あ
ら
か
じ
め
制
度
整
備
の
方
針
を
示
す
も
の
と
し
て
₁₆
年
４
月
に
初
版
を
公
表
し
て
お
り
、
今
般
、
国
内
外
で
の
さ
ら

な
る
議
論
の
進
展
を
踏
ま
え
て
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
今
般
の
整
備
方
針
の
改
訂
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。
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金
融
機
関
等
の
資
産
及
び
負
債
の
秩

序
あ
る
処
理
」
の
枠
組
み
が
導
入
さ

れ
る
な
ど
、
秩
序
あ
る
処
理
の
た
め

の
制
度
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
な
お
、

Ｇ
－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
の
こ
と

で
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
毎
年
公
表
し
、
17
年

11
月
時
点
で
30
行
が
指
定
さ
れ
て
い

る
。Ｔ

Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
で
は
、
秩
序
あ
る

処
理
の
実
現
の
た
め
に
、
実
際
に
各

金
融
機
関
が
破
綻
時
の
損
失
吸
収
力

・
資
本
再
構
築
力
を
外
部
か
ら
調
達

し
、
債
権
者
等
に
対
し
て
損
失
を
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
に
し

て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
規
模
金
融
機
関
の
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
で
の
破
綻
処
理
を
円
滑
に

進
め
る
観
点
か
ら
、
そ
の
親
会
社
等

に
対
し
て
破
綻
処
理
権
限
を
行
使
す

る
「
母
国
（
ホ
ー
ム
）
当
局
」
と
、

重
要
業
務
を
行
う
子
会
社
（
主
要
子

会
社
）
が
所
在
す
る
法
域
に
お
け
る

「
現
地
（
ホ
ス
ト
）
当
局
」
の
役
割

分
担
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る

（
図
表
１
）。

具
体
的
に
は
、
母
国
当
局
が
破
綻

処
理
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
破
綻
処
理
対
象
会
社

（
持
株
会
社
等
）
が
、
平
時
に
お
い

て
、
投
資
家
に
対
す
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適

格
社
債
の
発
行
等
に
よ
り
総
損
失
吸

収
力
を
調
達
し
（「
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ

Ｃ
」
の
調
達
）、
そ
れ
を
主
要
子
会

社
に
対
し
て
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格
ロ
ー
ン

等
の
か
た
ち
で
分
配
す
る
（「
内
部

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
」
の
分
配
）。
万
が
一
、

主
要
子
会
社
が
危
機
に
陥
っ
た
場
合
、

そ
の
子
会
社
が
所
在
す
る
国
の
現
地

当
局
が
、
母
国
当
局
と
協
議
の
う
え

で
、
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
を
用
い
て
速
や

か
に
主
要
子
会
社
の
損
失
を
持
株
会

社
に
移
転
し
た
う
え
で
（
例
え
ば
内

部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格
ロ
ー
ン
に
つ
き
、

契
約
上
の
条
項
に
従
っ
た
破
綻
処
理

対
象
会
社
に
よ
る
債
権
放
棄
等
）、

最
終
的
に
母
国
当
局
が
破
綻
処
理
対

象
会
社
を
処
理
す
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
部
投
資
家

に
損
失
を
負
担
さ
せ
、
納
税
者
負
担

を
回
避
し
つ
つ
、
主
要
子
会
社
は
営

業
を
継
続
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

本
邦
に
お
け
る

整
備
方
針
の
改
訂

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
を
踏
ま
え
、
金
融

庁
は
16
年
４
月
、
整
備
方
針
を
公
表

し
、
そ
の
中
で
、
本
邦
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ

ｓ
で
あ
る
３
メ
ガ
バ
ン
ク
の
望
ま
し

い
処
理
戦
略
等
を
明
ら
か
に
し
た
。

（注） 　MPEアプローチ（本文注１参照）を望ましい処理戦略とする海外G-SIBが、本邦に破綻処理対象会社を有しているよう
なケースも理論的には想定されるが、本図表では、カバーしていない。

〔図表１〕 TLAC規制の枠組み（概念図）

内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
分
配

危
機
時
の
損
失
移
転

外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

に
よ
る
損
失
吸
収

※国内銀行に対する
TLAC保有規制 ※外部投資家

3メガ（G-SIB）＋　野村HD（D-SIB）　持株会社

海外
主要子会社

子会社の危機時：
海外当局による
損失移転命令等

内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
分
配

危
機
時
の
損
失
移
転

国内
主要子会社

（銀行・証券等）

子会社の危機時：
本邦当局による
損失移転命令等

外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

の
調
達

内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
分
配

危
機
時
の
損
失
移
転

外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

に
よ
る
損
失
吸
収

外部投資家

海外G-SIBの破綻処理対象会社

国内
主要子会社

（銀行・証券）

子会社の危機時：
本邦当局による
損失移転命令等

国　内

海　外

内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
分
配

危
機
時
の
損
失
移
転

海外
主要子会社

※
今回の追加
公表事項外

部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

の
調
達
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具
体
的
に
は
、
①
３
メ
ガ
バ
ン
ク
の

処
理
戦
略
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
、

銀
行
・
証
券
等
の
主
要
子
会
社
で
発

生
し
た
損
失
を
グ
ル
ー
プ
最
上
位
の

本
邦
持
株
会
社
に
集
約
さ
せ
て
処
理

す
る
「
Ｓ
Ｐ
Ｅ
（
＝Single Point 

of E
ntry

）
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
注
１
）

が
望
ま
し
い
こ
と
、
②
持
株
会
社
が

所
要
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
を
外
部
か
ら
調
達

し
た
う
え
、
主
要
子
会
社
へ
あ
ら
か

じ
め
配
賦
し
て
お
く
こ
と
、
③
Ｓ
Ｐ

Ｅ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
場
合
に
想

定
さ
れ
る
、
預
金
保
険
法
上
の
特
定

第
二
号
措
置
を
用
い
た
秩
序
あ
る
処

理
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
例
等
を

示
し
た
。

今
般
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
に
係
る
国
内
外

に
お
け
る
さ
ら
な
る
議
論
の
進
展
を

踏
ま
え
、
19
年
３
月
末
の
国
内
規
制

実
施
に
向
け
、
よ
り
透
明
性
を
高
め
、

円
滑
な
規
制
実
施
に
向
け
た
準
備
を

進
め
て
い
く
観
点
か
ら
、
①
本
邦
に

お
け
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
金
融
機

関
の
拡
大
、
②
海
外
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ

の
本
邦
子
会
社
に
対
す
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

規
制
実
施
方
針
、
③
国
内
金
融
機
関

が
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
等
を
保
有
し
た
場
合

の
自
己
資
本
比
率
規
制
上
の
取
扱
い

の
３
点
を
中
心
に
整
備
方
針
を
改
訂

し
、
公
表
し
た
（
注
２
）。

改
訂
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

１
本
邦
に
お
け
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対

象
金
融
機
関
の
拡
大

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
上
、
規
制
対
象
は

Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
の
金
融
機
関
に
対
し
て
同

様
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
は
妨
げ
ら

れ
て
い
な
い
。
事
実
、
Ｅ
Ｕ
を
は
じ

め
と
す
る
各
法
域
に
お
い
て
、
非
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
に
対
す
る
同
様
の
損
失

吸
収
力
規
制
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。

本
邦
に
お
い
て
も
、
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ

ｓ
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

海
外
業
務
の
規
模
が
大
き
い
金
融
機

関
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
海
外
子

会
社
に
つ
い
て
現
地
当
局
で
の
処
理

が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
破
綻
処
理
戦

略
に
よ
っ
て
は
、
当
該
子
会
社
に
生

じ
た
損
失
が
母
国
で
あ
る
本
邦
の
親

会
社
に
集
約
さ
れ
、
結
果
と
し
て
グ

ル
ー
プ
全
体
の
破
綻
に
つ
な
が
る
ケ

ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
本

邦
金
融
シ
ス
テ
ム
に
特
に
重
要
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
金

融
機
関
に
つ
い
て
は
、「
大
き
す
ぎ

て
潰
せ
な
い
問
題
」
へ
の
対
応
の
必

要
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
か

じ
め
十
分
な
損
失
吸
収
力
を
確
保
す

る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
邦
で
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規

制
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｄ

－

Ｓ
Ｉ

Ｂ
ｓ
（
国
内
の
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な

金
融
機
関
、
注
３
）
の
う
ち
、
国
際

的
な
破
綻
処
理
対
応
の
必
要
性
が
高

く
、
か
つ
わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム

に
与
え
る
影
響
が
特
に
大
き
い
と
認

め
ら
れ
る
金
融
機
関
に
つ
い
て
も
、

Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
に
加
え
て
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

規
制
の
対
象
と
す
る
方
針
と
し
た

（
整
備
方
針
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
対
象
金
融
機
関
を
「
本
邦
Ｔ
Ｌ
Ａ

Ｃ
対
象
Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
」
と
総
称
し
て
い

る
）。
具
体
的
に
は
、
前
記
の
観
点

か
ら
、
３
メ
ガ
バ
ン
ク
に
加
え
て
野

村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
を
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
う

え
で
、
３
メ
ガ
バ
ン
ク
と
同
様
、
Ｓ

Ｐ
Ｅ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
望
ま
し
い
処
理

戦
略
と
し
て
公
表
し
た
。

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
対
す

る
規
制
適
用
に
つ
い
て
は
、
２
段
階

と
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
に
つ
い
て

は
、
21
年
３
月
末
以
降
は
グ
ル
ー
プ

連
結
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
（
Ｒ
Ｗ
Ａ
）

対
比
16
％
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
対
比
６
％
（
注
４
）、
24
年

３
月
末
以
降
は
Ｒ
Ｗ
Ａ
対
比
18
％
・

レ
バ
レ
ッ
ジ
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
対

比
６
・
75
％
を
最
低
所
要
水
準
と
す

る
方
針
で
あ
る
。
ま
た
、
３
メ
ガ
と

同
様
、
野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に

対
し
て
も
、
わ
が
国
の
預
金
保
険
制

度
を
前
提
と
し
た
一
定
額
の
外
部
Ｔ

Ｌ
Ａ
Ｃ
へ
の
算
入
を
認
め
る
方
針
で

あ
る
。

２
海
外
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の
本
邦
子
会

社
に
対
す
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
実
施
方

針
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
に
お
い
て
は
、
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の
所
在
す
る
本
国
の
外

で
設
立
さ
れ
た
主
要
子
会
社
の
損
失

を
破
綻
処
理
対
象
会
社
に
移
転
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ

Ｃ
の
準
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

本
邦
に
お
い
て
も
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合

意
に
基
づ
き
、
海
外
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ

の
本
邦
子
会
社
の
う
ち
、
主
要
と
認

め
ら
れ
る
先
に
対
し
て
、
本
国
に
所

在
す
る
持
株
会
社
等
か
ら
の
一
定
の

内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
配
賦
を
求
め
る
方

針
で
あ
る
。
今
後
、
金
融
庁
と
し
て

は
、
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
を
準
備
す
る
よ

う
求
め
る
個
社
を
指
定
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。

３
国
内
金
融
機
関
が
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
等

を
保
有
し
た
場
合
の
自
己
資
本
比
率
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規
制
上
の
取
扱
い

外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格
性
を
有
す
る

社
債
等
の
う
ち
、
規
制
資
本
に
該
当

し
な
い
も
の
（
い
わ
ゆ
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

債
。
債
券
の
み
な
ら
ず
、
破
綻
処
理

対
象
会
社
が
行
う
借
入
れ
を
含
む
）

に
つ
い
て
は
、
銀
行
が
こ
れ
を
保
有

し
て
い
る
場
合
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
発
行

金
融
機
関
の
破
綻
時
に
危
機
が
伝
播

し
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
が
発
現

す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
過
度
な

保
有
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督

委
員
会
は
、
16
年
10
月
、
銀
行
等
が

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
等
を
保
有
し
た
場
合
の

自
己
資
本
比
率
上
の
取
扱
い
を
公
表

し
た
。
当
該
合
意
の
国
内
実
施
に
関

し
、
特
に
国
内
基
準
行
が
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

債
を
保
有
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
従
来
、
市
場
関
係
者
の
関

心
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
般
、

規
制
実
施
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
、
保
有
規
制
対
象
商
品
と
し

て
は
、
①
本
邦
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
対
象
Ｓ
Ｉ

Ｂ
ｓ
お
よ
び
海
外
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の

破
綻
処
理
対
象
会
社
が
発
行
し
た
、

規
制
自
己
資
本
に
該
当
し
な
い
外
部

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格
性
を
有
す
る
商
品

（「
そ
の
他
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格
商
品
」）、

お
よ
び
②
破
綻
処
理
対
象
会
社
が
発

行
し
た
、
そ
の
他
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格
商

品
と
債
権
の
優
先
順
位
が
同
順
位
と

な
る
商
品
（「
同
順
位
商
品
」、
注

５
）
と
な
る
。

そ
の
う
え
で
、
国
際
統
一
基
準
行

に
つ
い
て
は
、
国
際
合
意
に
従
い
、

原
則
と
し
て
、
保
有
規
制
対
象
商
品

を
自
行
の
普
通
株
式
等T

ier1

（
Ｃ

Ｅ
Ｔ
１
）
対
比
で
５
％
超
保
有
し
て

い
る
場
合
、
５
％
超
部
分
に
つ
い
て

他
の
保
有
規
制
資
本
と
合
算
し
た
う

え
、
当
該
合
算
部
分
が
自
行
の
Ｃ
Ｅ

Ｔ
１
対
比
で
10
％
を
超
え
る
部
分
を

按
分
し
、
保
有
規
制
対
象
商
品
（
Ｃ

Ｅ
Ｔ
１
対
比
５
％
超
部
分
に
限
る
）

に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
自
行

のT
ier2

か
ら
同
額
を
控
除
す
る

（
図
表
２
、
注
６
）。

他
方
、
国
内
基
準
行
に
つ
い
て
は
、

自
己
資
本
規
制
上
はT

ier2
の
資
本

区
分
が
存
在
し
な
い
た
め
、
資
本
控

除
に
代
え
、
原
則
と
し
て
、
コ
ア
資

本
対
比
５
％
超
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
等
の

保
有
に
つ
い
て
１
５
０
％
の
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
一
律
に
適
用
す
る
方
針

と
し
た
（
な
お
、
標
準
的
手
法
採
用

行
の
み
な
ら
ず
、
内
部
格
付
手
法
採

用
行
で
あ
っ
て
も
、
閾
値
超
過
分
に

つ
い
て
は
１
５
０
％
の
リ
ス
ク
ウ
ェ

〔図表２〕 TLAC保有規制（国際統一基準行）　具体的な適用例

＜G-SIBs以外の標準的手法採用行の場合＞
（かつ、投資先の議決権を10％以上保有しておらず、経過措置の適用がないと仮定した場合）

自行CET1対比

・TLAC＞５％
・規制資本＋（TLAC－５％）＞10％

保有する
商品

保有する
商品

自己資本比率算出上
の取扱い

金融機関向け
エクスポージャー
としてのRW

金融機関向け
エクスポージャー
としてのRW

金融機関向け
エクスポージャー
としてのRW

金融機関向け
エクスポージャー
としてのRW

金融機関向け
エクスポージャー
としてのRW

※

の
比
率
に
従
い
按
分

※

の
比
率
に
従
い
按
分

※

RW 100％

RW 100％

RW 100％

同額を自行Tier２
から控除

同額を自行Tier２
から控除

同額を自行AT１
から控除

同額を自行CET１
から控除

RW 100％

RW 100％

RW 100％

RW 100％

RW 100％RW 100％

同額を自行AT１
から控除

同額を自行CET1から控除

同額を自行Tier２
から控除

自己資本比率算出上
の取扱い

保有する
商品

自己資本比率算出上
の取扱い

・TLAC≦５％
・規制資本＞10％

① TLACは５％を
　超えているか５％

10％

０％

Case 1 Case 2
・規制資本＋ （TLAC－５％） ≦10％
・規制資本≦10％

Case 3

他の金融機関のTLAC債（TLAC債と同順位の債務等を含む）
他の金融機関の資本調達手段（Tier２相当）
他の金融機関の資本調達手段（AT１相当）
他の金融機関の資本調達手段（CET１相当）

③ ②で10％を超過
した部分が各規
制資本からの控
除対象

② 「規 制 資 本＋
TLACの５％超
過分」が10％を
超えているか

※

の
比
率
に
従
い
按
分

※

の
比
率
に
従
い
按
分

※
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イ
ト
を
適
用
す
る
方
針
で
あ
る
。
注

７
）。い

ず
れ
も
、
閾
値
を
超
え
な
い
保

有
分
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
向
け

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
等
と
し
て
の
リ

ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
必
要
が

あ
る
。

さ
ら
に
、
本
邦
で
は
以
下
の
２
種

類
の
経
過
措
置
を
導
入
す
る
方
針
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
該
当

す
る
場
合
、
閾
値
を
超
え
た
部
分
で

あ
っ
て
も
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が

許
容
さ
れ
る
。

①
国
内
基
準
行
の
み
を
対
象
と
す
る

も
の
（
注
８
）

発
行
体
：
本
邦
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
対
象
Ｓ
Ｉ

Ｂ
ｓ
お
よ
び
海
外
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の

破
綻
処
理
対
象
会
社

商
品
：
19
年
３
月
末
時
点
で
保
有
し
、

保
有
を
継
続
し
て
い
る
そ
の
他
Ｔ
Ｌ

Ａ
Ｃ
適
格
商
品

期
間
：
29
年
３
月
末
ま
で

②
国
際
統
一
基
準
行
・
国
内
基
準
行

の
双
方
を
対
象
と
す
る
も
の
（
注
９
）

発
行
体
：
本
邦
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
対
象
Ｓ
Ｉ

Ｂ
ｓ
の
破
綻
処
理
対
象
会
社

商
品
：
当
該
発
行
体
に
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規

制
が
適
用
さ
れ
た
時
点
で
保
有
し
、

保
有
を
継
続
し
て
い
る
同
順
位
商
品

期
間
：
当
該
発
行
体
に
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規

制
が
適
用
さ
れ
て
か
ら
５
年
間

こ
れ
ら
の
経
過
措
置
を
踏
ま
え
た

国
内
基
準
行
に
お
け
る
保
有
規
制
対

象
商
品
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
図

表
３
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
前
記
の
方
針
は
、
先
般
公

表
さ
れ
た
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
最
終
規
則
文

書
に
お
け
る
「
信
用
リ
ス
ク
の
標
準

（注）１ ．表中、「金融機関向けエクスポージャー」とあるのは、標準的手法（SA）採用行であれば発行体の外
部格付またはカントリー・リスク・スコアに応じたRW、内部格付手法（IRB）採用行であればIRBによ
るRWを指す。

 ２．表中、「150％」とあるのは、SA行・IRB行の別を問わず適用されるものとする。
 ３ ．いずれも議決権10％を超えて保有していない金融機関に係るものであり、かつ意図的保有ではない前

提。

〔図表３〕 国内基準行におけるＴＬＡＣ債等の取扱い方針

発行体 商品 コア資本対比
（合算後）

〜 2019/
3/30

2019/3/31
〜

2021/3/30
2021/3/31 〜信用リスクに係る

新規制の導入

３
メ
ガ
持
株
会
社

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債

₅％以下

金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

金融機関向けエクスポージャー

₅％超
150％

同
順
位
債

（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
非
適
格
）

₅％以下 金融機関向けエクスポージャー

₅％超
150％

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債

₅％以下

金
融
機
関
向
け　
　

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

金融機関向けエクスポージャー

₅％超
150％

同
順
位
債

（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
非
適
格
）

₅％以下 金融機関向けエクスポージャー

₅％超

150％

海
外
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の

破
綻
処
理
対
象
会
社

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債

₅％以下 金融機関向けエクスポージャー

₅％超
150％

同
順
位
債

（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
非
適
格
）

₅％以下 金融機関向けエクスポージャー

₅％超 150％

2019/₃/31 において保有し、保有を継続しているものは、
2029/₃/30 まで金融機関向けエクスポージャーとして扱う

2019/₃/31 において保有し、保有を継続しているものは、
2024/₃/30 まで金融機関向けエクスポージャーとして扱う

2019/₃/31 において保有し、保有を継続し
ているものは、2029/₃/30 まで金融機関向
けエクスポージャーとして扱う

2021/₃/31 において保有し、保有を継続し
ているものは、2026/₃/30 まで金融機関向
けエクスポージャーとして扱う

2019/₃/31 において保有し、保有を継続しているものは、
2029/₃/30 まで金融機関向けエクスポージャーとして扱う
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的
手
法
の
見
直
し
」
お
よ
び
「
内
部

格
付
手
法
の
見
直
し
」
が
国
内
実
施

さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
取
扱
い

で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
本
稿
執
筆
時
に
お
い
て
は
未

定
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
金
融
機
関
の
危
機
時
に
お

け
る
損
失
吸
収
力
を
有
す
る
債
券
に

つ
い
て
は
、
そ
の
リ
ス
ク
・
複
雑
性

や
、
実
際
の
破
綻
処
理
の
円
滑
な
実

施
の
観
点
等
か
ら
、
一
般
個
人
投
資

家
に
よ
る
保
有
を
制
限
す
る
動
き
が

海
外
の
複
数
の
法
域
に
お
い
て
見
ら

れ
る
た
め
、
本
邦
に
お
い
て
も
、

T
ier2

債
等
を
含
む
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格

商
品
の
個
人
投
資
家
（
リ
テ
ー
ル
）

に
よ
る
適
切
な
保
有
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
国
際
的
な
議
論
の
動
向
も
踏

ま
え
つ
つ
、
今
後
検
討
し
て
い
く
予

定
で
あ
る
。

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
の
国
内
施
行
は
、

国
際
合
意
を
踏
ま
え
、
19
年
３
月
末

を
予
定
し
て
い
る
。
今
後
は
、
改
訂

さ
れ
た
整
備
方
針
に
従
っ
た
内
容
の

関
係
告
示
・
監
督
指
針
等
の
改
正
案

を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
付
し

た
う
え
、
必
要
な
規
制
を
最
終
化
し

て
い
く
予
定
で
あ
る
。

（
注
）  １　

そ
の
他
の
処
理
戦
略
と
し
て

は
、
金
融
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る

法
人
を
個
別
に
処
理
す
る
「
Ｍ
Ｐ

Ｅ（M
ultiple Point of E

ntry

）

ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
あ
る
。「
整
備

方
針
」
３
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
 

２　

https://w
w

w
.fsa.go.jp/

new
s/30/ginkou/20180413.

htm
l

 
 

３　

D
om

estic S
ystem

ically 
Im

portant B
anks

。
本
稿
執
筆

時
に
お
い
て
は
、
15
年
12
月
４
日
に

公
表
し
て
い
る
も
の
（https://

w
w

w.fsa.go.jp/new
s/27/2015

1204-4.htm
l

）
が
最
新
で
あ
る
。

 
 
４　

バ
ー
ゼ
ル
合
意
に
基
づ
く
金

融
機
関
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
定

め
る
告
示
に
お
け
る
総
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
相
当
す
る
額
を

い
う
。

 
 

５　

「
同
順
位
商
品
」
に
い
わ
ゆ

る
仕
組
債
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
市
場
関
係
者
の
関
心
が

高
い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
Ｔ
Ｌ

Ａ
Ｃ
保
有
規
制
の
国
際
合
意
に
お

い
て
は
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
に
お
け

る
「
除
外
債
務
」
は
規
制
対
象
外

と
さ
れ
て
お
り
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意

に
お
い
て
、「structured notes

」

は
「
除
外
債
務
」
に
該
当
す
る
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

発
行
体
の
倒
産
時
に
お
け
る
債
権

者
順
位
が
そ
の
他
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
適
格

商
品
と
同
順
位
の
商
品
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
本
邦
規
制
上
、
一
定

の
仕
組
債
が
「
同
順
位
商
品
」
か

ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。

も
っ
と
も
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
合
意
上
の

「structured notes

」
の
定
義

が
明
確
で
な
い
こ
と
も
あ
り
、
実

際
に
個
々
の
商
品
が
「
除
外
債

務
」「
同
順
位
商
品
」
に
該
当
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
最
終
的

に
は
個
別
具
体
的
な
判
断
に
よ
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 
 

６　

こ
れ
は
、
銀
行
が
発
行
体
の

議
決
権
の
10
％
以
下
を
保
有
す
る

場
合
の
取
扱
い
で
あ
る
が
、
そ
の

他
、
銀
行
が
発
行
体
の
議
決
権
の

10
％
超
を
保
有
す
る
場
合
や
、
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
に
よ
る
保
有
規
制
対

象
商
品
の
保
有
等
に
つ
い
て
も
基

本
的
に
国
際
合
意
に
従
っ
た
取
扱

い
を
導
入
す
る
方
針
で
あ
る
。

 
 

７　

こ
れ
は
銀
行
が
発
行
体
の
議

決
権
の
10
％
以
下
を
保
有
す
る
場

合
の
取
扱
い
で
あ
り
、
発
行
体
の

議
決
権
の
10
％
超
を
保
有
す
る
場

合
の
取
扱
い
は
本
稿
執
筆
時
に
お

い
て
は
未
定
で
あ
る
。

 
 

８　

現
在
、
す
で
に
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債

を
一
定
量
保
有
し
て
い
る
金
融
機

関
が
あ
る
こ
と
、
国
内
基
準
行
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
保
有
規
制
案

の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
規
制
導
入
に
よ

る
国
内
債
券
市
場
へ
の
影
響
を
考

慮
し
、
一
定
の
経
過
措
置
を
置
く

こ
と
と
し
た
も
の
。

 
 

９　

本
邦
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
の
対
象

と
さ
れ
た
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、

同
規
制
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金

調
達
構
造
の
変
更
に
一
定
の
時
間

を
要
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考

慮
し
た
も
の
。

（
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
、
す

べ
て
執
筆
者
ら
の
個
人
的
な
見
解
で
あ

る
。）

き
ら　

よ
し
や

09
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
。
10
年
司

法
修
習
修
了
（
63
期
）、
長
島
・
大

野
・
常
松
法
律
事
務
所
入
所
。
15
年

１
月
か
ら
現
職
。

は
し
も
と　

ひ
で
お

03
年
東
京
大
学
大
学
院
（
経
済
学
修

士
）
修
了
、
金
融
庁
入
庁
。
06
年
ハ

ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（
Ｌ
Ｌ˙

Ｍ
）
修
了
。
17
年
７
月
か
ら
現
職
。

金融財政事情 2018． 5．2843

TLAC枠組み整備方針の改訂概要


